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１ 見直し経過 
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２ 用語集 

 

ア 

アクセス機能 

交通手段や経路、到着時間、公共交通の利便性などの機能。 

 

アクティブシニア 

趣味や仕事に意欲的で、健康志向が高く、元気で活動的な高齢者。 

 

アダプト・プログラム制度 

アダプトとは「養子縁組をする」という意味で、住民が道路、公園などの公共スペースを、

養子のように愛情をもって面倒をみることに由来する。自治体と住民がお互いの役割分担に

ついて協定を結び、継続的に清掃・美化活動を進める制度。 

 

ＳＤＧｓ（エスディージーズ） 

2030年までに持続可能でよりよい世界を目指すための国際目標。17のゴールと 169のター

ゲットから構成されている。 

 

江別市通学路安全プログラム 

通学路の安全確保のために必要な対策内容について関係機関で協議し作成した江別市通学

路交通安全プログラム（平成 26 年４月）に、国から通知された「登下校防犯プラン」を参考

に、防犯の取組を追加した通学路の安全確保を図る取組。 

 

えべつの未来づくりミーティング 

第７次江別市総合計画の策定過程における市民参加の取組の一つ。少人数で構成するカテ

ゴリー別のグループを複数設定して、江別市の未来について語り合う取組。 

 

温室効果ガス 

地表から放射された赤外線の一部を吸収・放出することにより、放出された赤外線が地表

付近の温度を高める温室効果をもたらす気体のこと。温室効果ガスには二酸化炭素やメタン

等がある。 

カ 

カーボンニュートラル 

温室効果ガスの排出量から、植林、森林管理などによる吸収量を差し引いて、合計を実質

的にゼロにすること。 
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開発行為 

開発許可制度において、主に建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行う

土地の区画形質の変更のこと。 

 

かわまちづくり 

地域が持つ「資源」や地域の創意に富んだ「知恵」を活かし、市町村や民間事業者、地域

住民と河川管理者が連携の下、「河川空間」と「まち空間」が融合した賑わいある良好な空間

形成を目指す取組。 

 

既存ストック 

まちづくりにおいては、今まで整備されてきた道路や公園、下水道、公共施設、建築物等

のインフラ設備のこと。 

 

居住誘導区域 

人口減少の中にあっても一定のエリアにおいて人口密度を維持することにより、生活サー

ビスやコミュニティが持続的に確保されるよう、居住を誘導すべき区域。 

 

グリーン・ツーリズム 

農村などで、地域の自然、文化、人々との交流を楽しむ滞在型の余暇活動。 

 

グリーンモール 

樹木など緑や趣のある風景を楽しむ歩行系道路を主とした施設。 

 

交通結節機能 

交通手段相互の乗り換え及び歩行が効率的かつスムーズに行えることが求められる最も基

本的となる重要な機能。 

国勢調査 

５年ごとに総務省統計局が実施している全国民を対象とした人口や住宅に関する調査。 

サ 

再生可能エネルギー 

太陽光や風力、火力、地熱、バイオマスなど、一度利用しても再生可能なエネルギー資源

のこと。 

 

札幌圏都市計画区域 

札幌市、小樽市の一部、江別市、北広島市及び石狩市で構成されている都市計画区域の名

称。 
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市街化区域 

すでに市街地を形成している区域及びおおむね 10 年以内に優先的かつ計画的に市街化を

図るべき区域。（都市計画法第７条） 

 

市街化調整区域 

市街化を抑制すべき区域。（都市計画法第７条） 

 

循環型社会 

生産から流通、消費、廃棄に至るまで物質の効率的な利用やリサイクルを進めることによ

り、資源の消費が抑制され、環境への負担が少ない社会のこと。 

 

新住宅市街地開発事業 

人口増加が著しい市街地周辺の地域において、大規模な住宅地を開発する事業。主に地方

公共団体や住宅供給公社が事業主体となる。昭和 38年に創設された。 

 

親水空間 

河川、湖沼などの水辺において、水にふれ、接し、眺めるなど、水と親しむことができる

空間。 

 

水源かん養 

雨水を吸収し浄化するとともに地下に蓄えることで洪水を調整し、土砂の流出や渇水を防

ぐ、山林や森林が持つ機能。 

 

生活利便施設 

住まいの周辺にある生活に欠かせない様々な施設。スーパーやコンビニエンスストア等の

買い物施設をはじめ、銀行や郵便局等の金融施設、病院や診療所といった医療機関などのこ

と。 

 

ゼロカーボンシティ 

20050 年に二酸化炭素を実質ゼロにすることを目指す旨を首長自らが又は地方自治体とし

て公表した地方自治体。 

 

先端技術系産業 

バイオテクノロジーや情報技術などの新しい分野の産業。 

 

ソフト対策 

施設的な整備を伴わず情報の活用やシステムの運用面等で取り組む対策のこと。（⇔ハード

整備(対策)） 
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タ 

第７次江別市総合計画～えべつ未来づくりビジョン～ 

江別市のまちづくりの基本的な指針となる最上位計画。令和６年度から 10年間の計画。 

 

宅地造成事業 

主に住宅建設に供する目的で、土地の区画や形質を変更し、また、道路、公園などの公共

施設の整備を行う事業。 

 

地区計画 

都市計画法に基づき、比較的小規模な地区を対象に、建築物の形態や公共施設の配置など、

地域の良好な環境を整備保全するために定められる計画。（都市計画法第 12条の４） 

 

治水 

洪水などの水害を防ぎ、また水運や農業用水の便のため、河川の改良・保全を行うこと。 

 

低未利用地 

長期間に渡り利用されていない「未利用地」と周辺の状況と比べて利用の程度（整備水準、

管理水準など）が低い「低利用地」の総称。 

 

デマンド型交通 

利用者の予約状況に合わせて運行時間や運行経路等を柔軟に対応する交通サービス。 

 

特定都市河川 

「特定都市河川浸水被害対策法等の一部を改正する法律」に定められ、都市部を流れる河

川であって、その流域で著しい浸水被害が発生し、又はそのおそれがあるにもかかわらず、

河道又は洪水調節ダムの整備による浸水被害の防止が市街化の状況や接続する河川の状況、

周辺の地形その他の自然的条件により困難なもので、国土交通大臣又は都道府県知事が指定

したもの。 

 

特別用途地区 

都市計画法で定められた地域地区の一つ。用途地域内の一定の地区における当該地区の特

性にふさわしい土地利用の増進、環境の保護等の特別の目的の実現を図るため当該用途地域

の指定を補完して定める地区。 

 

都市機能 

商業、産業、医療、業務、文化交流等の都市活動を支える機能。 
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都市機能誘導区域 

医療・福祉・商業等の都市機能を都市の中心拠点や生活拠点に誘導し集約することにより、

これらの各種サービスの効率的な提供を図る区域。 

 

都市計画区域 

都市計画法その他の関連法令の適用を受ける区域。江別市では行政区域全域が指定されて

いる。（都市計画法第５条） 

 

都市計画区域の整備、開発及び保全の方針 

都道府県が定める都市計画区域における都市計画の基本的な方針。都市計画の目標や区域

区分の決定の方針などが定められたもの。 

 

都市計画公園・緑地 

都市計画上必要な都市施設として、都市計画に位置、名称、区域、種別、面積などが定め

られた公園・緑地のこと。定めた区域内では建築の制限などがある。（都市計画法第 11 条第

１項） 

 

都市計画道路 

都市計画上必要な都市施設として、都市計画により位置、名称、道路の種別、車線数など

が定められた道路のこと。定められた区域内では建築の制限などがある。（都市計画法第 11

条第１項） 

 

土地区画整理事業 

土地区画整理法に基づく市街地開発事業のことで、土地所有者から土地の一部を提供して

もらい（減歩という）、道路や公園などを整備し、居住環境などの向上と計画的な市街地を形

成するための事業。 

ナ 

内水 

主に地表に降った雨が浸水せずに川へ流下する水。 

ハ 

ハード整備(対策) 

建物やインフラ設備などモノによる物理的な対策のこと。（⇔ソフト対策） 

 

バリアフリー 

高齢の方や障がいのある方が生活する上で、障壁（バリア）となるものを取り除くこと。 
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ヤ 

ユニバーサルデザイン 

年齢や障がいの有無などにかかわらず、誰もが利用しやすいデザインのこと。 

 

用途地域 

良好な市街地環境の形成や、都市における住居、商業、工業などの適正な配置による機能

的な都市活動の確保を目的として、建築物の用途や形態を規制・誘導するために 12種類に区

分した地域の名称。（都市計画法第８条） 

 

要配慮者利用施設 

社会福祉施設、学校、医療施設、その他防災上の配慮を必要とする人が主に利用する施設。 

ラ 

ライフライン 

電気、ガス、上下水道、電話、通信など都市生活や活動を支えるために整備されている供

給処理、情報通信施設。 
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３.持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）の詳細 

 
出典：外務省パンフレット（持続可能な開発目標(ＳＤＧｓ)と日本の取組） 
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